
 

三重県立総合医療センター医療未収金回収業務委託企画提案コンペ参加仕様書 

 
公告日 令和８年２月５日 

 
１ 公募型企画提案コンペの目的 

三重県立総合医療センター医療未収金回収業務について、実行力や取り組み等、広く提案を

募集し、総合的な選考により最適な受託者を決定するものです。 

 

２ 業務の内容 

(1)業務名 三重県立総合医療センター医療未収金回収業務委託 

(2)業務内容 

  別添「三重県立総合医療センター医療未収金回収業務委託仕様書」に記載のとおり。 

(3)委託期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

３ 企画提案コンペの参加に必要な資格 
(1)弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第４条に規定する弁護士又は同法第 30 条の２に規

定する弁護士法人であること。 

(2)三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。 

(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者

又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。  

(4)三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

(5)医療機関における未収金回収業務の受託実績が、令和３年４月１日以降において１件以

上あること。 

 

４ 企画提案コンペへの参加に必要な書類及び提出期限 
  企画提案コンペに参加を希望する者は、次の(1)から(5)に示す証明書等を、令和８年２月１

９日（木）午後５時までに、１３の場所に提出してください。書類の大きさは、Ａ４サイズ

に統一してください。提出された証明書等を審査した結果、当該事業の企画提案に参加する

ことができると認められた者に限り、参加の対象とします。 

なお、最優秀提案者となった場合は、企画提案コンペ実施後に（6）、(7)を提出していた

だきます。 

(1) 公募型プロポーザル（企画提案コンペ）参加資格確認申請書（様式１） 

(2) 弁護士資格を有することを証明する書類の写し 

(3) 次に掲げるいずれかの書類 

ア 法人にあっては、「登記簿謄本」、｢現在事項証明書｣、｢履歴事項証明書｣、又は

「代表者事項証明書」の写し 

イ 個人にあっては、申請者の本籍地市区町村長発行の「身分証明書」及び東京法務局

発行の｢登記されていないことの証明書｣の写し 

※「三重県建設工事入札参加資格者名簿登録者」又は「三重県物件等電子調達シス

テム利用登録者」で当該申請時における参加資格及び状況に変更のない方は(3)の書

類の提出を免除しますので、申請書に登録番号を記載してください。 

(4) 医療機関における未収金回収業務の受託実績が、令和３年４月１日以降において１件以

上あることを示す証明書（任意様式） 

(5) 反社会的な者でないことを示す書類（様式４） 

(6) 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その３ 未納税額がないこと用）｣

 (所管税務署が過去６月以内に発行したもの)の写し 

(7) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣(三重県の

県税事務所が過去６月以内に発行したもの)の写し 

 



 

５ 企画提案コンペ参加資格の確認結果通知 

  令和８年２月２４日（火）までに通知します。 
 

６ 提出を求める書類 

(1) 以下の①～⑥までの内容を含む「企画提案書類」を、Ａ４サイズを使用の上作成し、６

部提出してください。様式は任意とし、概ね 20ページ以内とします。 

①回収業務を行うに当たっての基本認識 

  ア 病院の信頼性を損なわないための配慮 

イ 医療費（患者負担分）に係る未収金であることに対する理解・認識 

②業務の実施体制 

ア 配置予定人員数と体制、業務実施責任者及び業務実施者の業務経験・資格等 

イ 業務の実施において不測の事態が生じた際のリスク管理体制 

    （不測の事態を生じさせないためのチェック体制を含む） 

ウ 医療機関における未収金回収業務の受託実績とノウハウ 

エ 業務実施者に対する教育・研修 

③業務の実施方法等 

  次の事項を含む企画提案内容 

ア 業務の実施方法、実施の期間や頻度、回数等 

イ 債務者からの支払方法、公的支援等の相談業務の対応方法 

ウ 居所不明者及び相続人に係る住所及び連絡先等の調査方法 

エ 法的措置の実施に当たっての考え方 

オ その他の提案等 

④業務実績の報告 

ア 報告様式のわかりやすさ、情報量、正確性の確保等 

⑤個人情報保護のための取組 

ア 社内規程の内容、情報管理の体制及び具体的な取組等 

   ⑥法令・社内規程の遵守の取組 

ア 業務実施者に法令・社内規程を遵守させるための取組 

       （周知やチェック体制等） 

 (2)(1)で作成した６部のうち、１部には社印及び代表者印を押印してください。 

   (3)委託費（成功報酬率）（様式２） 

 

７ 提出期日及び場所 
  (1)企画提案書類提出期限 

①日時      令和８年３月５日（木）午後５時まで 

②場所      三重県立総合医療センター事務局医事課必着 

③提出方法  持参（郵送も可だが、必ず電話にて到着確認を行うこと） 

④提出部数  ６部 

(2)委託費（成功報酬率）提案提出期限 

①日時      令和８年３月５日（木）午後５時まで 

②場所      三重県立総合医療センター事務局医事課必着 

③提出方法  持参（郵送も可だが、必ず電話にて到着確認を行うこと） 

④提出部数  １部 

 

８ プレゼンテーションの開催及び受託者の決定 

  (1)プレゼンテーションは次のとおり開催します。 

   ①日時   令和８年３月１０日（火）午後１時から（各提案者の時刻は別途連絡） 

   ②場所   三重県立総合医療センターとしますがオンラインでの参加も認めます。 

         ※オンラインでの参加を希望される場合は令和８年２月１９日（木）までに 

ご連絡ください。 

   ③内容   企画提案書類に沿って行ってください。持ち時間は15分とし、別途質疑応答



 

時間を設けます。 

  ・審査員５名によってプレゼンテーション、企画提案書類の内容、その他の提出書類につい

て評価基準に基づいた審査を行い、最優秀提案者を決定します。 
  ・公募型企画提案コンペの結果、「三重県立総合医療センター医療未収金回収業務委託企画

提案コンペ選定委員会」において、最優秀提案者と判断された者と契約条件を協議し、契

約を締結します。 

  ・各提案者の時刻及びオンライン接続方法については、令和８年３月６日（金）１６時まで

に連絡します。また、プレゼンテーションの提案者が５者を超える場合は、選定委員会に

おいて事前に書面審査を行い、上位５者でプレゼンテーションを行うものとします。 

 

９ 契約に関する事項 
  ・契約事項を示す場所は、下記１３の場所とする。 
  ・契約書は２通作成し、当院及び受託者の双方各１通を保有する。 
  ・契約書の作成に要する経費は全て受託者の負担とする。変更契約についても同様とする。  

・最優秀提案者決定から受託者決定までの間に三重県物件の買入れ等指名停止措置要領に基

づく指名停止の措置を受けた者又はその者を含む共同体は、落札者としない。 

  ・監査及び検査は契約条項の定めるところにより行うものとする。 

 

10 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

   契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要

綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資

格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 

 

11 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

 (1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当

介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

     ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 発注所属に報告すること。 

   エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を

受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、

発注所属と協議を行なうこと。 

(2)契約締結権者は、受注者が（１）イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物

件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落札資格

停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じます。 

 
12 その他 

(1) 企画提案及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 契約書作成の要否 

当法人にて作成します。 

(3) 提出された各企画提案資料は返却しません。 

(4) 提案に要する経費については、各提案者の負担とします。 

(5) 本委託事業の仕様及び企画提案に関する疑義、確認等は、令和８年２月１２日（木）午

後５時までに、様式３「質問書」により行なうものとします。（ＦＡＸ可、基本的に令

和８年２月１６日（月）までに回答いたしますが、内容によっては回答に時間がかかる

場合があります。） 

＊FAXの場合は、電話にて到着確認を必ず行ってください。 

(6) 本企画提案コンペの事項その他に関し疑義がある場合は、関係職員に説明を求め、十分

承知しておいてください。コンペ実施後、不明な点があったことを理由として異議を申



 

し立てることはできません。 

(7) その他必要な事項は「三重県立総合医療センター会計規程」に規定するところとする。 

(8) 参考：当院の未収金状況（令和８年１月３１日時点） 

令和３年４月１日から令和７年３月３１日診療分 

外来 約 ９百万円 約５００件 

入院 約２４百万円 約１６０件 

 

13 公募型企画提案コンペに関する事務を担当する部局 
     〒510-8561  三重県四日市市大字日永5450番地132 
                 三重県立総合医療センター  

         担当 事務局 企画部医事課 加藤 
                 電 話  059-345-2321(代) 内線2021 
                 FAX    059-347-3501 

 

添付書類 

・仕様書 

・参加仕様書 

・様式１ 企画提案コンペ参加資格確認申請書 

・様式２ 委託費（成功報酬率）見積書 

・様式３ 質問書 

・様式４ 誓約書 

・個人情報の取り扱いに関する特記事項 

・反社会的勢力への対応に関する規程 


